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地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業・整備計画書
停電対策、予備設備に関する申請の場合（例）
朱書きは記載例及び注意事項のため、申請時は削除すること。


	申請主体
	

	
	申請主体名
	株式会社○○放送

	
	代表団体の長名
	代表取締役社長　総務　太郎

	
	担当者連絡先
	○○部○○部長　総務一郎
電話：XXX-XXXX-XXXX、メール：********@++++.jp

	事業概要
	

	
	①事業内容
○○送信所及び○○送信所については、地震等による商用電源の供給停止への備えとして、現行の予備電源設備に加え、○○送信所には蓄電池装置、○○送信所には自家用発電機及び燃料タンクをそれぞれ新たに整備して、電源供給時間の長期化を図る。

②事業費
	　
	
	
	（単位：千円）

	
	事業費（全体）
	事業費（補助対象）
	補助金申請額

	施設・設備費
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□

	用地取得費・道路費
	
	
	

	企画・開発費
	
	
	

	合計
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□




	整備箇所１　（複数箇所ある場合は　整備箇所２・・・と適宜追加すること）
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	（１） 整備の概要
①　整備の種類
○○中継局における予備電源設備の整備
② 対象設備の所有者（自己所有のみ）
株式会社○○放送
③　整備の場所（可搬型の予備設備を設置する場合は平時の保管場所を記載すること）
○○中継局の局舎内（○○県○○市○○）
④ 　放送エリアの世帯数
〇〇世帯
⑤ 整備の内容
　　　　蓄電池装置（スペック記載）の新規整備
　　　　※放送法第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準又は同法第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準（いわゆる「安全・信頼性に係る技術基準」）に適合させるために行われる施設・設備の整備ではないこと（基準を満たしていること）を説明すること（同基準の対象となっている設備の予備設備を整備する場合のみ。）。
⑥ 整備の理由
現在、○○中継局には、商用電源からの電力供給が止まった場合、○○時間程度放送を継続できる予備電源設備を整備しているが、災害時等において商用電源の供給が長期間止まった場合に備え、蓄電池装置からの電力供給により、さらに○○時間程度供給時間を長期化して、放送を継続できるようにするため。
運営する送信所が被災した際に予備送信機として活用し、放送を継続できるようにするため（○○中継局、△△中継局、××送信所等における活用を想定して仕様を決定。なお、被災の状況等により、現在運営する局所で活用できない場合、当該局所以外の場所における活用も想定している。）。
⑦　所要額
　　　　○，○○○千円
⑧　該当する条件不利地域の要件と財政力指数
（財政力指数が０．５以下の市町村が条件不利地域において、
受信障害対策中継局に係る事業を実施する場合でなければ、記載不要）
○○市は過疎地に該当し、財政力指数は○○である。

（２） 整備スケジュール
令和○年○月　無線局変更許可申請
令和○年○月　無線局変更許可
令和○年○月　工事着工
令和○年○月　工事完了
令和○年３月　事業完了
※事業の適用可否の判断の対象となるので、可能な限り詳細に記載。
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添付資料
　ア　契約予定内容に関する調査票（資料３）
　イ　その他計画書の内容を補足する資料（ハザードマップ等想定される災害等を示す資料、ソフト　　ウェアのⅡ-5別表との対応表等）
　ウ　放送エリア図（可搬型の予備送信設備を整備する場合のみ。当該設備の活用が想定される既存の送信所のうち、最も送信出力が高い送信所から送信した場合を想定して、当該送信所の放送エリアと比較ができるように作成すること。）


地上基幹放送等に関する耐災害性強化支援事業・整備計画書朱書きは記載例及び注意事項のため、申請時は削除すること。


	申請主体
	耐震対策に関する申請の場合（例）


	
	申請主体名
	株式会社○○放送

	
	代表団体の長名
	代表取締役社長　総務　太郎

	
	担当者連絡先
	○○部○○部長　総務一郎
電話：XXX-XXXX-XXXX、メール：********@++++.jp

	事業概要
	

	
	①事業内容
（例１）○○送信所は、局舎が昭和××年、鉄塔が昭和××年に建築されたもので、昭和56年5月31日までの建築確認において適用されていた基準（旧耐震基準）で建築された局舎及び通信鉄塔設計要領に準拠していない鉄塔である。近い将来予測される南海トラフ地震等の大規模災害による局舎基礎破損や鉄塔折損、傾斜による放送の途絶への対策を検討するため、現行の耐震基準等に照らした局舎及び鉄塔の耐震診断を行う。
（例２）○○送信所は、局舎が昭和××年、鉄塔が昭和××年に建築されたもので、昭和56年5月31日までの建築確認において適用されていた基準（旧耐震基準）で建築された局舎及び通信鉄塔設計要領に準拠していない鉄塔で構成されている。近い将来予測される南海トラフ地震等の大規模災害による局舎基礎破損や鉄塔折損、傾斜による放送の途絶への備えとして、局舎及び鉄塔の耐震化を図る。

②事業費
	　
	
	
	（単位：千円）

	
	事業費（全体）
	事業費（補助対象）
	補助金申請額

	施設・設備費
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□

	用地取得費・道路費
	
	
	

	企画・開発費
	
	
	

	合計
	○○○、○○○
	△△△、△△△
	□□□、□□□




	整備箇所１　（複数箇所ある場合は　整備箇所２・・・と適宜追加すること）



25
	
	（１） 整備の概要
①　整備の種類
（例１）○○送信所における局舎及び鉄塔の耐震診断
（例２）○○送信所における局舎及び鉄塔の耐震改修工事
② 対象設備の所有者（自己所有のみ）
株式会社○○放送
③　整備の場所（可搬型の予備設備を設置する場合は平時の保管場所を記載すること）
○○送信所の局舎及び鉄塔（○○県○○市○○）
④　放送エリアの世帯数
〇〇世帯
⑤ 整備の内容
（例１）旧耐震基準で建築された○○送信所の局舎及び通信鉄塔設計要領に準拠していない鉄塔について、今後の災害への備えとして耐震対策を検討するため、現行の耐震基準等に照らした耐震診断を実施する。
（例２）現在、〇〇局舎の構造耐震指標（Ｉｓ値）及び保有水平耐力に係る指標（q値））は、〇.〇、○.○であるところ、災害時にも放送を継続するために十分な値（Is値=〇.〇、q値=〇.〇）とするため、局舎の耐震性を確保するため、改修工事を実施する。
※耐震改修前の構造耐震指標（Iｓ値）及び保有水平耐力に係る指標（q値）、耐震改修工事後の構造耐震指標（Is値）及び保有水平耐力に係る指標（q値）をそれぞれ記載すること。
　　　（鉄塔に係る耐震改修工事を実施する場合）
現在の鉄塔本体及び基礎について、標準せん断力係数1.0以上として地震荷重を設定し、転倒に関する安全率が確認できるように記載すること。
⑥ 整備の理由
（例１）現在、○○送信所は、昭和56年5月31日までの建築確認において適用されていた基準（旧耐震基準）で建築された局舎（又は鉄塔）を使用している。
〇〇市に設置されている〇〇送信所は、〇〇地域（例：○○市地震ハザードマップの建物被害率20%以上の区域内…等）に立地されており、災害に備えて耐震対策を検討するために、現行の耐震基準等に照らした耐震性を把握する必要がある。
（例２）現在、○○送信所は、昭和56年5月31日までの建築確認において適用されていた基準（旧耐震基準）で建築された局舎（又は鉄塔）を使用している。
〇〇市に設置されている〇〇送信所は、〇〇地域（例：○○市地震ハザードマップの建物被害率20%以上の区域内…等）に立地されており、運営する送信所が被災した際にも、放送を継続しうる強度とするため、Is値を〇.〇、q値を○.○へ向上し、耐震性能を確保する必要がある。
※耐震改修工事後の数値が記載の値となる根拠を必ず記載すること。
※鉄塔に係る耐震改修工事を実施する場合、工事後の鉄塔本体及び基礎について、標準せん断力係数1.0以上として地震荷重を設定し、転倒に関する安全率が確認できるように記載すること。
⑦　所要額
　　　　○，○○○千円

（２） 整備スケジュール
（例１：耐震診断の場合）
令和○年○月　調査着手
令和○年○月　調査完了
令和○年３月　事業完了
（例２：耐震改修工事の場合）
令和○年○月　無線局変更許可申請
令和○年○月　無線局変更許可
令和○年○月　工事着工
令和○年○月　工事完了
令和○年３月　事業完了
※事業の適用可否の判断の対象となるので、可能な限り詳細に記載。
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添付資料
ア　契約予定内容に関する調査票（資料３）
イ　旧耐震基準（昭和５６年５月３１日以前）の建築確認により建築されていることが分かる公的書類（建築確認済書、検査済証、登記簿等）（耐震診断及び耐震改修工事を実施する場合に限る。）
ウ　局舎については現在の構造耐震指標（Is値が0.3未満であること）又は保有水平耐力に係る指標（q値が0.5未満であること）、鉄塔については通信鉄塔設計要領（平成２５年３月国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室作成）に適合していないことを証明する資料（耐震改修工事を実施する場合に限る。）
　エ　その他計画書の内容を補足する資料（ハザードマップ等想定される災害等を示す資料、ソフト　　ウェアのⅡ-5別表との対応表等資料２－１
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